
阿賀野市告示第８８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により、

歳入金の徴収事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により、下記の

とおり告示する。 

 

令和８年４月１０日 

 

                      阿賀野市長 加藤 博幸  

 

 

１ 委託先の氏名及び住所（法人の場合は名称、所在地及び代表者氏名） 

名 称 一般財団法人 阿賀野市環境事業公社 

      理事長 山﨑 辰文 

  住 所 新潟県阿賀野市山口町一丁目６番５５号 

 

２ 委託した歳入の種類及び事務 

  し尿処理手数料の徴収及び収納事務（水原地区、安田地区、京ヶ瀬地区） 

 

３ 指定公金事務取扱者として指定した日 

  令和８年４月１日 

 

４ 徴収事務を委託した日 

令和８年４月１日 

 

５ 徴収事務を行わせる期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 

 

8.4.20 


